
農林水産省設置法の一部を改正する法律案（骨子）について

平成２２年１月

農 林 水 産 省

Ⅰ 趣 旨

戸別所得補償制度をはじめ、農林水産行政を推進するための体制を整備し、国民から

信頼の得られる業務の実施を確保する観点から、農業経営の安定に関する業務や食品の

安全に関する業務等現場において国が自ら実施すべき業務の的確な実施を確保するため

の地方組織の再編、農林水産省の業務全般の適正な実施を確保するための監察・評価組

織の設置等組織の見直しを行うこととする。

Ⅱ 概 要

１ 地域センター（仮称）の設置（第19条及び第22条関係）

戸別所得補償制度の円滑な実施のための業務（23年度からの本格実施に向けたモデ

ル事業の導入、統計データの整備）、米トレーサビリティ等の食品の安全に関する業務

等の実施体制を整備するため、現在の地方農政事務所及び統計・情報センターを廃止

し、現場において農業経営の安定に関する業務、統計情報業務、食品安全に関する業

務等を担う「地域センター（仮称）」を地方農政局及び北海道農政事務所の下に設置す

る。

２ 農林水産行政監察・評価本部（仮称）の設置（第12条関係）

地域センター等の現場における戸別所得補償制度に関する業務、食品の安全に関す

る業務を含めて、農林水産省の業務の執行を検証し、国民から信頼の得られる業務の

実施を確保するため、「農林水産行政監察・評価本部（仮称）」を特別の機関として本

省に設置する。

３ 農林水産技術会議の廃止（旧第12条から第16条まで関係）

農林水産技術の試験研究から実用化・普及までを一体的に実施する体制を整備する

ため、農林水産技術政策の企画・立案等の機能を大臣官房に移管し、農林水産技術会

議を廃止する。

４ 北海道農政事務所の分掌事務の見直し（第21条第１項関係）

国が現場で担うべき農業経営の改善及び安定に関する業務を適切に実施できる体制

を整備するため、北海道農政事務所の分掌規定を見直す。

Ⅲ 施行時期

平成２２年１０月１日から施行。

（注）地域センター（仮称）の設置について、地方自治法第156条第４項の規定に基づき、

名称、位置及び管轄区域に係る国会の承認が必要となる。



地域センター 65拠点

＋38駐在所

現在 改正後

本省

地方の現場業務を担う拠点

・農政（戸別所得補償、経営対策等）

・統計
・消費・安全（米トレサ、牛トレサ、JAS等）

全国に３４６拠点

・地方農政事務所 38拠点
・地域課 132拠点
・統計・情報センター 176拠点

本省

農林水産技術会議 廃止

農林水産技術政策
林野庁

水産庁

林野庁

水産庁

内局 内局

農林水産行政監察・評価本部

新設

業務監察、会計監査、政策評価等

大臣官房において農林水産技術の
試験研究の企画・調整から実用化、
普及の推進までを一体的に実施

廃止

地方の現場業務を担う拠点

農業経営の安定や食品安全に関する業務の的確な実施を図るため、地
方農政事務所等を廃止し、地域センター（仮称）を設置するとともに、これら
の業務を含めて農林水産省における業務の適正な実施を確保するため、
農林水産行政監察・評価本部（仮称）を設置する等の措置を講ずる。

農林水産省設置法の一部を改正する法律案の概要

（注）地域センターの設置について、地方自治法第156条第4項の規定に基づき、名称、位置
及び管轄区域に係る国会の承認が必要となる。



農
林
水
産
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

農
林
水
産
行
政
監
察
・
評
価
本
部
の
設
置

農
林
水
産
省
の
業
務
全
般
に
つ
い
て
、
特
別
の
機
関
と
し
て
独
立
性
を
も
っ
て
業
務
監
察
、
行
政
評
価
等
を
行
う
農
林
水

産
行
政
監
察
・
評
価
本
部
を
設
置
す
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
関
係
）

第
二

農
林
水
産
技
術
会
議
の
廃
止

農
林
水
産
技
術
会
議
を
廃
止
す
る
こ
と
。

（
旧
第
十
二
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
関
係
）

第
三

地
域
セ
ン
タ
ー
の
設
置

地
方
農
政
事
務
所
及
び
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
地
方
農
政
局
及
び
北
海
道
農
政
事
務
所
の
分
掌

機
関
と
し
て
地
域
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
及
び
第
二
十
二
条
関
係
）

第
四

北
海
道
農
政
事
務
所
の
分
掌
事
務
の
見
直
し

北
海
道
農
政
事
務
所
の
分
掌
事
務
に
つ
い
て
、
農
業
経
営
の
改
善
及
び
安
定
に
関
す
る
事
務
全
般
を
分
掌
す
る
旨
規
定
の

整
備
を
行
う
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
第
一
項
関
係
）

第
五

そ
の
他

1



一

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。
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農
林
水
産
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

農
林
水
産
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
前
の
見
出
し
を
「
（
農
林
水
産
行
政
監
察
・
評
価
本
部
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
農
林
水
産
技
術
会
議
」
を
「

農
林
水
産
行
政
監
察
・
評
価
本
部
」
に
、
「
次
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
」
を
「
以
下
こ
の
条
」
に
、
「
会
議
」
」
を
「
本
部
」

」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

２

本
部
は
、
農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

行
政
の
監
察
に
関
す
る
こ
と
。

二

会
計
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

三

政
策
の
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

３

本
部
の
長
は
、
農
林
水
産
行
政
監
察
・
評
価
本
部
長
と
す
る
。

４

本
部
の
位
置
及
び
内
部
組
織
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

第
十
三
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
三
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で

削
除

3



第
十
九
条
の
見
出
し
を
「
（
地
方
農
政
局
の
地
域
セ
ン
タ
ー
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
地
方
農
政
事
務
所
」
を
「
地

方
農
政
局
の
地
域
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

地
方
農
政
局
の
地
域
セ
ン
タ
ー
の
名
称
、
位
置
、
管
轄
区
域
、
所
掌
事
務
及
び
内
部
組
織
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

第
十
九
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
削
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
（
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
の
交
付
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。

第
二
十
二
条
の
見
出
し
中
「
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
」
を
「
地
域
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
農
林
水
産
大
臣

は
、
」
及
び
「
の
う
ち
、
前
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
」
を
削
り
、
「
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
を
置
く
こ

と
が
で
き
る
」
を
「
地
域
セ
ン
タ
ー
を
置
く
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
」
を
「
地
域
セ
ン
タ
ー
」

に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

4



（
処
分
、
届
出
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
地
方
農
政
事
務
所
長
が
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
し
た
認
定
そ
の
他
の

処
分
又
は
契
約
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
」
と
い
う
。
）
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
相
当
の

地
方
農
政
局
長
又
は
地
方
農
政
局
の
地
域
セ
ン
タ
ー
の
長
が
し
た
処
分
等
と
み
な
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
法
律
又
は
こ

れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
地
方
農
政
事
務
所
長
に
対
し
て
し
た
届
出
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
届
出
等
」
と
い
う
。

）
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
相
当
の
地
方
農
政
局
長
又
は
地
方
農
政
局
の
地
域
セ
ン
タ
ー
の
長
に
対

し
て
し
た
届
出
等
と
み
な
す
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
四
条

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
農
産
物
検
査
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

農
産
物
検
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

5



第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
、
地
方
農
政
事
務
所
長
」
を
削
り
、
「
北
海
道
農
政
事
務
所
長
」
の
下
に
「
、
地
方
農
政
局
又

は
北
海
道
農
政
事
務
所
の
地
域
セ
ン
タ
ー
の
長
」
を
加
え
る
。

（
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
条

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
五
十
三
条
第
三
項
中
「
地
方
農
政
局
長
」
の
下
に
「
又
は
北
海
道
農
政
事
務
所
長
」
を
加
え
、
「
地
方
農
政
事
務
所
長

」
を
「
地
方
農
政
局
又
は
北
海
道
農
政
事
務
所
の
地
域
セ
ン
タ
ー
の
長
」
に
改
め
る
。

（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
七
条

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
十
九
条
第
一
号
中
「
又
は
地
方
農
政
事
務
所
」
を
削
る
。
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理

由

農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
を
よ
り
適
正
か
つ
効
果
的
に
遂
行
し
得
る
体
制
を
整
備
す
る
た
め
、
特
別
の
機
関
と
し
て
農
林
水

産
行
政
監
察
・
評
価
本
部
を
新
設
す
る
と
と
も
に
、
地
方
農
政
事
務
所
及
び
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
を
廃
止
し
、
地
方
農
政
局

及
び
北
海
道
農
政
事
務
所
の
地
域
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出

す
る
理
由
で
あ
る
。
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農
林
水
産
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

新
旧
対
照
条
文
目
次

（
新
旧
対
照
条
文
一
覧
）

○

農
林
水
産
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

○

農
産
物
検
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
５

○

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
６

○

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
７
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- 1 -

○

農
林
水
産
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
八
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
四
節

特
別
の
機
関

第
四
節

特
別
の
機
関

（
農
林
水
産
行
政
監
察
・
評
価
本
部
）

（
農
林
水
産
技
術
会
議
）

第
十
二
条

本
省
に
、
農
林
水
産
行
政
監
察
・
評
価
本
部
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

第
十
二
条

本
省
に
、
農
林
水
産
技
術
会
議
（
次
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
に
お
い
て
「

本
部
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

会
議
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２

本
部
は
、
農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る

。一

行
政
の
監
察
に
関
す
る
こ
と
。

二

会
計
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

三

政
策
の
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

３

本
部
の
長
は
、
農
林
水
産
行
政
監
察
・
評
価
本
部
長
と
す
る
。

４

本
部
の
位
置
及
び
内
部
組
織
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

第
十
三
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で

削
除

第
十
三
条

会
議
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

農
林
水
産
業
及
び
食
品
産
業
そ
の
他
の
所
掌
に
係
る
事
業
並
び
に
農
林
漁
業
従

事
者
の
生
活
に
関
す
る
試
験
及
び
研
究
の
基
本
的
な
計
画
の
企
画
及
び
立
案
に
関

す
る
こ
と
。

二

農
林
水
産
省
の
試
験
研
究
機
関
及
び
農
林
水
産
省
の
所
管
す
る
独
立
行
政
法
人

の
行
う
試
験
及
び
研
究
に
関
す
る
事
務
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三

農
林
水
産
省
の
所
管
す
る
独
立
行
政
法
人
の
行
う
試
験
及
び
研
究
と
農
林
水
産

11
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省
の
所
掌
事
務
の
う
ち
本
省
及
び
外
局
の
内
部
部
局
に
係
る
も
の
と
の
連
絡
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

四

農
林
水
産
省
の
試
験
研
究
機
関
及
び
農
林
水
産
省
の
所
管
す
る
独
立
行
政
法
人

の
行
う
試
験
及
び
研
究
の
状
況
及
び
成
果
の
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

五

次
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

イ

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構

ロ

独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所

ハ

独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所

ニ

独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー

六

都
道
府
県
そ
の
他
の
者
の
行
う
農
林
水
産
業
及
び
食
品
産
業
そ
の
他
の
所
掌
に

係
る
事
業
並
び
に
農
林
漁
業
従
事
者
の
生
活
に
関
す
る
試
験
及
び
研
究
の
助
成
に

関
す
る
こ
と
。

七

農
林
水
産
業
及
び
食
品
産
業
そ
の
他
の
所
掌
に
係
る
事
業
並
び
に
農
林
漁
業
従

事
者
の
生
活
に
関
す
る
試
験
及
び
研
究
を
行
う
者
の
資
質
の
向
上
に
関
す
る
こ
と

。

第
十
四
条

会
議
は
、
会
長
及
び
委
員
六
人
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

２

会
長
及
び
委
員
は
、
農
林
水
産
業
及
び
食
品
産
業
そ
の
他
の
所
掌
に
係
る
事
業
並

び
に
農
林
漁
業
従
事
者
の
生
活
に
関
す
る
試
験
及
び
研
究
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る

者
又
は
農
林
水
産
省
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
農
林
水
産
大
臣
が
任
命
す
る
。

３

会
長
及
び
委
員
の
任
期
は
、
四
年
と
す
る
。

４

会
長
及
び
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
五
条

会
議
の
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
会
議
に
事
務
局
を
置
く
。

12
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２

事
務
局
に
事
務
局
長
を
置
く
。

第
十
六
条

第
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
の
組
織
及
び

運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
五
節

地
方
支
分
部
局

第
五
節

地
方
支
分
部
局

（
地
方
農
政
局
の
地
域
セ
ン
タ
ー
）

（
地
方
農
政
事
務
所
及
び
地
方
農
政
局
又
は
地
方
農
政
事
務
所
の
統
計
・
情
報
セ
ン

タ
ー
）

第
十
九
条

地
方
農
政
局
の
所
掌
事
務
（
第
四
条
第
四
十
六
号
か
ら
第
四
十
八
号
ま
で

第
十
九
条

地
方
農
政
局
の
所
掌
事
務
（
第
四
条
第
四
十
六
号
か
ら
第
四
十
八
号
ま
で

に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。
）
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
所
要
の
地
に
、
地
方
農

に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。
）
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
所
要
の
地
に
、
地
方
農

政
局
の
地
域
セ
ン
タ
ー
を
置
く
。

政
事
務
所
を
置
く
。

２

地
方
農
政
局
の
地
域
セ
ン
タ
ー
の
名
称
、
位
置
、
管
轄
区
域
、
所
掌
事
務
及
び
内

２

地
方
農
政
事
務
所
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
政
令
で
定
め
る
。

部
組
織
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

（
削
る
。
）

３

地
方
農
政
事
務
所
の
所
掌
事
務
及
び
内
部
組
織
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

（
削
る
。
）

４

農
林
水
産
大
臣
は
、
地
方
農
政
局
又
は
地
方
農
政
事
務
所
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、

前
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
所

要
の
地
に
、
地
方
農
政
局
又
は
地
方
農
政
事
務
所
の
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
を
置
く

こ
と
が
で
き
る
。

（
削
る
。
）

５

地
方
農
政
局
又
は
地
方
農
政
事
務
所
の
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
の
名
称
、
位
置
、

管
轄
区
域
、
所
掌
事
務
及
び
内
部
組
織
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

（
北
海
道
農
政
事
務
所
）

（
北
海
道
農
政
事
務
所
）

第
二
十
一
条

北
海
道
農
政
事
務
所
は
、
農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲

第
二
十
一
条

北
海
道
農
政
事
務
所
は
、
農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲

げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。
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一

第
四
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
九
号
、
第
十
号
、
第
十
三
号
、
第
十
四

一

第
四
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
九
号
、
第
十
号
、
第
十
三
号
、
第
十
四

号
、
第
二
十
五
号
、
第
五
十
一
号
、
第
五
十
二
号
（
納
付
金
の
徴
収
に
係
る
も
の

号
、
第
二
十
五
号
（
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交

に
限
る
。
）
、
第
五
十
四
号
、
第
五
十
五
号
及
び
第
八
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務

付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
の

交
付
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
五
十
一
号
、
第
五
十
二
号
（
納
付
金
の
徴
収

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
五
十
四
号
、
第
五
十
五
号
及
び
第
八
十
七
号
に
掲

げ
る
事
務

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
北
海
道
農
政
事
務
所
の
地
域
セ
ン
タ
ー
）

（
北
海
道
農
政
事
務
所
の
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
）

第
二
十
二
条

北
海
道
農
政
事
務
所
の
所
掌
事
務
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
所
要

第
二
十
二
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
北
海
道
農
政
事
務
所
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
前
条

の
地
に
、
北
海
道
農
政
事
務
所
の
地
域
セ
ン
タ
ー
を
置
く
。

第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
所
要
の

地
に
、
北
海
道
農
政
事
務
所
の
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

北
海
道
農
政
事
務
所
の
地
域
セ
ン
タ
ー
の
名
称
、
位
置
、
管
轄
区
域
、
所
掌
事
務

２

北
海
道
農
政
事
務
所
の
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
の
名
称
、
位
置
、
管
轄
区
域
、
所

及
び
内
部
組
織
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

掌
事
務
及
び
内
部
組
織
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

14



- 5 -

○

農
産
物
検
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
照
会
）

（
照
会
）

第
二
十
七
条

登
録
検
査
機
関
は
、
品
位
等
検
査
の
適
正
な
実
施
の
た
め
必
要
な
事
項

第
二
十
七
条

登
録
検
査
機
関
は
、
品
位
等
検
査
の
適
正
な
実
施
の
た
め
必
要
な
事
項

に
つ
い
て
、
地
方
農
政
局
長
、
北
海
道
農
政
事
務
所
長
、
地
方
農
政
局
又
は
北
海
道

に
つ
い
て
、
地
方
農
政
局
長
、
地
方
農
政
事
務
所
長
、
北
海
道
農
政
事
務
所
長
そ
の

農
政
事
務
所
の
地
域
セ
ン
タ
ー
の
長
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
行
政
機
関
に
照
会
す

他
の
政
令
で
定
め
る
行
政
機
関
に
照
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
行
政
機
関
は
、
当
該
照
会
を
し
た

、
当
該
行
政
機
関
は
、
当
該
照
会
を
し
た
登
録
検
査
機
関
に
対
し
て
、
照
会
に
係
る

登
録
検
査
機
関
に
対
し
て
、
照
会
に
係
る
事
項
の
通
知
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず

事
項
の
通
知
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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○

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
等
）

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
等
）

第
五
十
三
条

（
略
）

第
五
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
農
政
局
長
又
は
北
海
道
農
政
事
務
所
長
に
委
任
さ
れ
た

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
農
政
局
長
に
委
任
さ
れ
た
権
限
は
、
農
林
水
産
省
令
で

権
限
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
部
を
地
方
農
政
局
又

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
部
を
地
方
農
政
事
務
所
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で

は
北
海
道
農
政
事
務
所
の
地
域
セ
ン
タ
ー
の
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
る
。
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○

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
食
料
安
定
供
給
特
別
会
計
と
一
般
会
計
と
の
間
に
お
け
る
国
有
財
産
の
使
用
の
特

（
食
料
安
定
供
給
特
別
会
計
と
一
般
会
計
と
の
間
に
お
け
る
国
有
財
産
の
使
用
の
特

例
）

例
）

第
三
十
九
条

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
食
料
安
定
供
給
特
別
会
計
と
一

第
三
十
九
条

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
食
料
安
定
供
給
特
別
会
計
と
一

般
会
計
と
の
間
に
お
い
て
無
償
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

般
会
計
と
の
間
に
お
い
て
無
償
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

地
方
農
政
局
の
事
務
の
た
め
に
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
食
料
安
定
供
給
特

一

地
方
農
政
局
又
は
地
方
農
政
事
務
所
の
事
務
の
た
め
に
使
用
す
る
場
合
に
お
い

別
会
計
に
所
属
す
る
国
有
財
産
を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
会
計

て
、
食
料
安
定
供
給
特
別
会
計
に
所
属
す
る
国
有
財
産
を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ

に
お
い
て
使
用
さ
せ
る
と
き
。

ろ
に
よ
り
、
一
般
会
計
に
お
い
て
使
用
さ
せ
る
と
き
。

二

（
略
）

二

（
略
）
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農
林
水
産
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
参
照
条
文
目
次

一

農
林
水
産
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
八
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

二

農
産
物
検
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
７

三

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
７

四

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
７

19



20



- 1 -

農
林
水
産
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
参
照
条
文

○

農
林
水
産
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
八
号
）
（
抄
）

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
）

第
二
章

農
林
水
産
省
の
設
置
並
び
に
任
務
及
び
所
掌
事
務

第
一
節

農
林
水
産
省
の
設
置
（
第
二
条
）

第
二
節

農
林
水
産
省
の
任
務
及
び
所
掌
事
務
（
第
三
条
・
第
四
条
）

第
三
章

本
省
に
置
か
れ
る
職
及
び
機
関

第
一
節
〜
第
三
節

（
略
）

第
四
節

特
別
の
機
関
（
第
十
二
条
―
第
十
六
条
）

第
五
節

地
方
支
分
部
局
（
第
十
七
条
―
第
二
十
二
条
）

第
四
章

（
略
）

附
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
農
林
水
産
省
の
設
置
並
び
に
任
務
及
び
こ
れ
を
達
成
す
る
た
め
必
要
と
な
る
明
確
な
範
囲
の
所
掌
事
務
を
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
所
掌
す
る
行
政
事
務

を
能
率
的
に
遂
行
す
る
た
め
必
要
な
組
織
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
設
置
）

第
二
条

国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
農
林
水
産
省
を
設
置
す
る
。

２

農
林
水
産
省
の
長
は
、
農
林
水
産
大
臣
と
す
る
。

（
任
務
）

第
三
条

農
林
水
産
省
は
、
食
料
の
安
定
供
給
の
確
保
、
農
林
水
産
業
の
発
展
、
農
林
漁
業
者
の
福
祉
の
増
進
、
農
山
漁
村
及
び
中
山
間
地
域
等
の
振
興
、
農
業
の
多
面
に
わ
た
る

機
能
の
発
揮
、
森
林
の
保
続
培
養
及
び
森
林
生
産
力
の
増
進
並
び
に
水
産
資
源
の
適
切
な
保
存
及
び
管
理
を
図
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。
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（
所
掌
事
務
）

第
四
条

農
林
水
産
省
は
、
前
条
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

食
料
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
政
策
（
食
品
衛
生
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

二

農
林
水
産
業
に
係
る
国
土
の
総
合
開
発
及
び
国
土
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

三

農
業
協
同
組
合
、
森
林
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
そ
の
他
の
農
林
水
産
業
者
の
協
同
組
織
の
発
達
に
関
す
る
こ
と
。

四

所
掌
事
務
に
係
る
一
般
消
費
者
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

五

日
本
農
林
規
格
及
び
農
林
物
資
の
品
質
に
関
す
る
表
示
の
基
準
に
関
す
る
こ
と
（
農
林
物
資
の
品
質
に
関
す
る
表
示
の
基
準
の
策
定
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。

六

飲
食
料
品
（
酒
類
を
除
く
。
）
及
び
油
脂
の
生
産
、
流
通
及
び
消
費
の
増
進
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

七

卸
売
市
場
の
整
備
及
び
中
央
卸
売
市
場
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

八

商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
及
び
商
品
投
資
の
監
督
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
所
掌
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

九

食
品
産
業
そ
の
他
の
所
掌
に
係
る
事
業
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十

食
品
産
業
そ
の
他
の
所
掌
に
係
る
事
業
に
お
け
る
資
源
の
有
効
な
利
用
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

所
掌
事
務
に
係
る
物
資
に
つ
い
て
の
輸
出
入
並
び
に
関
税
及
び
国
際
協
定
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
所
掌
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

所
掌
事
務
に
係
る
国
際
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

農
畜
産
物
（
蚕
糸
を
含
む
。
）
の
生
産
、
流
通
及
び
消
費
の
増
進
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

農
林
水
産
物
の
食
品
と
し
て
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
生
産
過
程
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
（
食
品
衛
生
に
関
す
る
こ
と
及
び
環
境
省
の
所
掌
に
係
る

農
薬
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。

十
五

農
作
物
の
作
付
体
系
の
合
理
化
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

農
林
水
産
植
物
の
品
種
登
録
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

家
畜
（
家
き
ん
及
び
み
つ
ば
ち
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
改
良
及
び
増
殖
並
び
に
取
引
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

農
地
の
土
壌
の
改
良
並
び
に
汚
染
の
防
止
及
び
除
去
に
関
す
る
こ
と
。

十
九

草
地
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

二
十

病
虫
害
の
防
除
、
家
畜
の
衛
生
並
び
に
輸
出
入
に
係
る
動
植
物
及
び
畜
産
物
の
検
疫
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一

獣
医
師
及
び
獣
医
療
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二

肥
料
、
農
機
具
、
農
薬
、
飼
料
そ
の
他
の
農
畜
産
業
専
用
物
品
（
蚕
糸
業
専
用
物
品
及
び
林
業
専
用
物
品
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
生
産
、
流
通

及
び
消
費
の
増
進
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
経
済
産
業
省
が
そ
の
生
産
を
所
掌
す
る
農
畜
産
業
専
用
物
品
の
生
産
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。

二
十
三

農
業
機
械
化
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
四

中
央
競
馬
及
び
地
方
競
馬
の
監
督
及
び
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
五

農
業
経
営
の
改
善
及
び
安
定
に
関
す
る
こ
と
。
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二
十
六

農
業
を
担
う
べ
き
者
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
七

農
業
労
働
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
八

農
業
技
術
の
改
良
及
び
発
達
並
び
に
農
業
及
び
農
林
漁
業
従
事
者
の
生
活
に
関
す
る
知
識
の
普
及
交
換
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
農
業
改
良
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
の

助
成
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
九

農
地
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

三
十

農
地
の
権
利
移
動
そ
の
他
農
地
関
係
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
一

農
業
構
造
の
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
二

農
業
者
年
金
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
三

農
業
災
害
補
償
、
森
林
保
険
並
び
に
漁
船
損
害
等
補
償
、
漁
船
乗
組
員
給
与
保
険
及
び
漁
業
災
害
補
償
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
四

農
林
水
産
業
及
び
食
品
産
業
そ
の
他
の
所
掌
に
係
る
事
業
の
振
興
の
た
め
の
金
融
上
の
措
置
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
五

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
、
農
林
中
央
金
庫
、
農
業
信
用
基
金
協
会
、
漁
業
信
用
基
金
協
会
及
び
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
機
構
の
業
務
の
監
督
に
関
す
る

こ
と
。

三
十
六

削
除

三
十
七

農
住
組
合
の
設
立
及
び
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
八

農
山
漁
村
及
び
中
山
間
地
域
等
（
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
山
間
地
域
等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
九

豪
雪
地
帯
（
豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
豪
雪
地
帯
を
い
う
。
）
の
雪
害
防
除
及
び
振
興
に
関
す
る
総
合
的

な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

四
十

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
そ
の
他
農
山
漁
村
の
総
合
的
な
振
興
計
画
の
作
成
及
び
実
施
に
つ
い
て
の
指
導
及
び
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
一

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
業
の
生
産
条
件
に
関
す
る
不
利
を
補
正
す
る
た
め
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
二

土
地
、
水
そ
の
他
の
資
源
の
農
業
上
の
利
用
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
三

農
地
の
転
用
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
四

農
業
水
利
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
五

交
換
分
合
の
指
導
及
び
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
六

土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
、
区
画
整
理
、
干
拓
、
農
地
又
は
そ
の
保
全
若
し
く
は
利
用
上
必
要
な
施
設
若
し
く
は
農
業
用
施
設
の
災
害
復
旧
そ
の
他
土
地
の
農

業
上
の
利
用
を
維
持
及
び
増
進
す
る
の
に
必
要
な
事
業
を
い
う
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
七

農
地
の
保
全
に
係
る
海
岸
の
整
備
、
利
用
、
保
全
そ
の
他
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
八

農
地
の
保
全
に
係
る
地
す
べ
り
防
止
に
関
す
る
事
業
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
農
地
の
保
全
に
係
る
ぼ
た
山
の
崩
壊
の
防
止
に
関
す
る
事
業
の
助
成
及
び
監
督
に
関
す
る

こ
と
。
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四
十
九

農
山
漁
村
に
滞
在
し
つ
つ
行
う
農
林
漁
業
の
体
験
そ
の
他
の
農
山
漁
村
と
都
市
と
の
地
域
間
交
流
に
関
す
る
こ
と
。

五
十

市
民
農
園
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

五
十
一

主
要
食
糧
の
生
産
、
集
荷
、
消
費
そ
の
他
需
給
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

五
十
二

主
要
食
糧
の
輸
入
に
係
る
納
付
金
の
徴
収
そ
の
他
輸
入
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

五
十
三

主
要
食
糧
の
買
入
れ
及
び
売
渡
し
の
価
格
の
決
定
並
び
に
主
要
食
糧
の
価
格
の
安
定
に
関
す
る
こ
と
。

五
十
四

輸
入
飼
料
の
買
入
れ
、
保
管
及
び
売
渡
し
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

五
十
五

農
産
物
検
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
農
産
物
の
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

五
十
六
〜
八
十
三

（
略
）

八
十
四

農
林
水
産
業
に
係
る
保
護
増
殖
事
業
（
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
六
条
第
二
項
第
五
号
に

規
定
す
る
保
護
増
殖
事
業
を
い
う
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

八
十
五

政
令
で
定
め
る
文
教
研
修
施
設
に
お
い
て
、
所
掌
事
務
に
関
す
る
研
修
を
行
う
こ
と
。

八
十
六

農
林
水
産
技
術
に
つ
い
て
の
試
験
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

八
十
七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
律
（
法
律
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
に
基
づ
き
農
林
水
産
省
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
務

第
三
章

本
省
に
置
か
れ
る
職
及
び
機
関

第
四
節

特
別
の
機
関

（
農
林
水
産
技
術
会
議
）

第
十
二
条

本
省
に
、
農
林
水
産
技
術
会
議
（
次
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
に
お
い
て
「
会
議
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

第
十
三
条

会
議
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

農
林
水
産
業
及
び
食
品
産
業
そ
の
他
の
所
掌
に
係
る
事
業
並
び
に
農
林
漁
業
従
事
者
の
生
活
に
関
す
る
試
験
及
び
研
究
の
基
本
的
な
計
画
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ

と
。

二

農
林
水
産
省
の
試
験
研
究
機
関
及
び
農
林
水
産
省
の
所
管
す
る
独
立
行
政
法
人
の
行
う
試
験
及
び
研
究
に
関
す
る
事
務
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三

農
林
水
産
省
の
所
管
す
る
独
立
行
政
法
人
の
行
う
試
験
及
び
研
究
と
農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
の
う
ち
本
省
及
び
外
局
の
内
部
部
局
に
係
る
も
の
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る

こ
と
。

四

農
林
水
産
省
の
試
験
研
究
機
関
及
び
農
林
水
産
省
の
所
管
す
る
独
立
行
政
法
人
の
行
う
試
験
及
び
研
究
の
状
況
及
び
成
果
の
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

五

次
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

イ

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
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ロ

独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所

ハ

独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所

ニ

独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー

六

都
道
府
県
そ
の
他
の
者
の
行
う
農
林
水
産
業
及
び
食
品
産
業
そ
の
他
の
所
掌
に
係
る
事
業
並
び
に
農
林
漁
業
従
事
者
の
生
活
に
関
す
る
試
験
及
び
研
究
の
助
成
に
関
す
る
こ

と
。

七

農
林
水
産
業
及
び
食
品
産
業
そ
の
他
の
所
掌
に
係
る
事
業
並
び
に
農
林
漁
業
従
事
者
の
生
活
に
関
す
る
試
験
及
び
研
究
を
行
う
者
の
資
質
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
四
条

会
議
は
、
会
長
及
び
委
員
六
人
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

２

会
長
及
び
委
員
は
、
農
林
水
産
業
及
び
食
品
産
業
そ
の
他
の
所
掌
に
係
る
事
業
並
び
に
農
林
漁
業
従
事
者
の
生
活
に
関
す
る
試
験
及
び
研
究
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
又
は

農
林
水
産
省
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
農
林
水
産
大
臣
が
任
命
す
る
。

３

会
長
及
び
委
員
の
任
期
は
、
四
年
と
す
る
。

４

会
長
及
び
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
五
条

会
議
の
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
会
議
に
事
務
局
を
置
く
。

２

事
務
局
に
事
務
局
長
を
置
く
。

第
十
六
条

第
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
五
節

地
方
支
分
部
局

（
設
置
）

第
十
七
条

本
省
に
、
次
の
地
方
支
分
部
局
を
置
く
。

地
方
農
政
局

北
海
道
農
政
事
務
所

（
地
方
農
政
局
）

第
十
八
条

地
方
農
政
局
は
、
農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

一

第
四
条
第
三
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
、
第
十
七
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
、
第
二
十
号
（
病
虫
害
の
防
除
及
び
家
畜
の
衛
生
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
、
第
二
十
一
号
（
獣
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
二
十
二
号
、
第
二
十
三
号
、
第
二
十
五
号
か
ら
第
二
十
八
号
ま
で
、
第
三
十
号
、
第
三
十
一
号
、
第
三
十
四
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号
（
助
成
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
三
十
五
号
（
農
業
信
用
基
金
協
会
の
業
務
の
監
督
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
三
十
七
号
、
第
四
十
号
か
ら
第
五
十
一
号
ま
で
、

第
五
十
二
号
（
納
付
金
の
徴
収
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
五
十
四
号
、
第
五
十
五
号
及
び
第
八
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務

二

農
林
水
産
業
及
び
こ
れ
に
従
事
す
る
者
に
関
す
る
統
計
そ
の
他
農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
統
計
の
作
成
及
び
提
供
並
び
に
そ
の
作
成
に
必
要
な
調
査
に
関
す
る
こ

と
。

三

農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
情
報
の
収
集
、
整
理
、
分
析
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

２

地
方
農
政
局
の
名
称
、
位
置
、
管
轄
区
域
及
び
内
部
組
織
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
地
方
農
政
事
務
所
及
び
地
方
農
政
局
又
は
地
方
農
政
事
務
所
の
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
）

第
十
九
条

地
方
農
政
局
の
所
掌
事
務
（
第
四
条
第
四
十
六
号
か
ら
第
四
十
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。
）
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
所
要
の
地
に
、
地
方
農
政
事
務

所
を
置
く
。

２

地
方
農
政
事
務
所
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
政
令
で
定
め
る
。

３

地
方
農
政
事
務
所
の
所
掌
事
務
及
び
内
部
組
織
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

４

農
林
水
産
大
臣
は
、
地
方
農
政
局
又
は
地
方
農
政
事
務
所
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
前
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
所
要
の
地

に
、
地
方
農
政
局
又
は
地
方
農
政
事
務
所
の
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

５

地
方
農
政
局
又
は
地
方
農
政
事
務
所
の
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
の
名
称
、
位
置
、
管
轄
区
域
、
所
掌
事
務
及
び
内
部
組
織
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

（
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
又
は
こ
れ
ら
の
支
所
）

第
二
十
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
地
方
農
政
局
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
第
四
条
第
四
十
六
号
か
ら
第
四
十
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
所
要
の
地
に
、

地
方
農
政
局
の
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
又
は
こ
れ
ら
の
支
所
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

地
方
農
政
局
の
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
又
は
こ
れ
ら
の
支
所
の
名
称
、
位
置
、
管
轄
区
域
、
所
掌
事
務
及
び
内
部
組
織
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

（
北
海
道
農
政
事
務
所
）

第
二
十
一
条

北
海
道
農
政
事
務
所
は
、
農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

一

第
四
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
九
号
、
第
十
号
、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
、
第
二
十
五
号
（
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
の
交
付
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
五
十
一
号
、
第
五
十
二
号
（
納
付
金
の
徴
収
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
、
第
五
十
四
号
、
第
五
十
五
号
及
び
第
八
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務

二

農
林
水
産
業
及
び
こ
れ
に
従
事
す
る
者
に
関
す
る
統
計
そ
の
他
農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
統
計
の
作
成
及
び
提
供
並
び
に
そ
の
作
成
に
必
要
な
調
査
に
関
す
る
こ

と
。

三

農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
情
報
の
収
集
、
整
理
、
分
析
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。
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２

北
海
道
農
政
事
務
所
の
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
政
令
で
定
め
る
。

３

北
海
道
農
政
事
務
所
の
内
部
組
織
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

（
北
海
道
農
政
事
務
所
の
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
）

第
二
十
二
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
北
海
道
農
政
事
務
所
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
前
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
所
要
の
地
に
、

北
海
道
農
政
事
務
所
の
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

北
海
道
農
政
事
務
所
の
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
の
名
称
、
位
置
、
管
轄
区
域
、
所
掌
事
務
及
び
内
部
組
織
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

○

農
産
物
検
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
（
抄
）

（
照
会
）

第
二
十
七
条

登
録
検
査
機
関
は
、
品
位
等
検
査
の
適
正
な
実
施
の
た
め
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
地
方
農
政
局
長
、
地
方
農
政
事
務
所
長
、
北
海
道
農
政
事
務
所
長
そ
の
他
の
政
令

で
定
め
る
行
政
機
関
に
照
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
行
政
機
関
は
、
当
該
照
会
を
し
た
登
録
検
査
機
関
に
対
し
て
、
照
会
に
係
る
事
項
の
通
知
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

○

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
（
抄
）

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
等
）

第
五
十
三
条

（
略
）

２

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
農
林
水
産
大
臣
の
権
限
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
部
を
地
方
農
政
局
長
又
は
北
海
道
農
政
事
務
所
長
に
委
任
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
農
政
局
長
に
委
任
さ
れ
た
権
限
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
部
を
地
方
農
政
事
務
所
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
（
抄
）

附

則
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（
食
料
安
定
供
給
特
別
会
計
と
一
般
会
計
と
の
間
に
お
け
る
国
有
財
産
の
使
用
の
特
例
）

第
三
十
九
条

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
食
料
安
定
供
給
特
別
会
計
と
一
般
会
計
と
の
間
に
お
い
て
無
償
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

地
方
農
政
局
又
は
地
方
農
政
事
務
所
の
事
務
の
た
め
に
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
食
料
安
定
供
給
特
別
会
計
に
所
属
す
る
国
有
財
産
を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

一
般
会
計
に
お
い
て
使
用
さ
せ
る
と
き
。

二

（
略
）

28



第１７４回通常国会における国会承認案件

○地方自治法第156条第４項の規定に基づき、地域センターの設

置に関し承認を求めるの件（仮称）

農林水産省設置法の一部を改正する法律案による「地域

センター」（仮称）の設置については、地方自治法第156

条第４項の規定に基づき、その名称、位置及び管轄区域

について、国会の承認が必要となります。

（参考）

○地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）

第１５６条 （略）

２・３ （略）

４ 国の地方行政機関（駐在機関を含む。以下本条中これに同じ。）は、

国会の承認を経なければ、これを設けてはならない。国の地方行政

機関の設置及び運営に要する経費は、国においてこれを負担しなけ

ればならない。

５ （略）

29



30



地
方
自
治
法
第
百
五
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
農
政
局
及
び
北
海
道
農
政
事
務
所
の
地
域
セ
ン
タ
ー
の

設
置
に
関
し
承
認
を
求
め
る
の
件
要
綱

農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
を
よ
り
適
正
か
つ
効
果
的
に
遂
行
し
得
る
体
制
を
整
備
す
る
た
め
、
地
方
農
政
局
及
び
北
海
道
農

政
事
務
所
の
地
域
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
。
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地
方
自
治
法
第
百
五
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
農
政
局
及
び
北
海
道
農
政
事
務
所
の
地
域
セ
ン
タ
ー
の

設
置
に
関
し
承
認
を
求
め
る
の
件

農
林
水
産
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
水
産
省
設
置
法
第
十
九
条
及
び
第
二
十
二
条

の
規
定
に
よ
り
、
地
方
農
政
局
及
び
北
海
道
農
政
事
務
所
の
地
域
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
別
紙
の
と
お
り

そ
の
設
置
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
百
五
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
会
の
承
認
を
求
め
る
。
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別
紙一

地
方
農
政
局
の
地
域
セ
ン
タ
ー

名

称

位

置

管

轄

区

域

青
森
地
域
セ
ン
タ
ー

青
森
市

青
森
市

弘
前
市

黒
石
市

五
所
川
原
市

む
つ
市

つ
が
る
市

平
川
市

東
津
軽
郡

西
津
軽
郡

中
津
軽
郡

南
津
軽
郡

北
津
軽

郡

下
北
郡

八
戸
地
域
セ
ン
タ
ー

八
戸
市

八
戸
市

十
和
田
市

三
沢
市

上
北
郡

三
戸
郡

盛
岡
地
域
セ
ン
タ
ー

盛
岡
市

盛
岡
市

宮
古
市

久
慈
市

二
戸
市

八
幡
平
市

岩
手
郡

紫
波

郡

下
閉
伊
郡

九
戸
郡

二
戸
郡

奥
州
地
域
セ
ン
タ
ー

奥
州
市

大
船
渡
市

花
巻
市

北
上
市

遠
野
市

一
関
市

陸
前
高
田
市

釜
石
市

奥
州
市

和
賀
郡

胆
沢
郡

西
磐
井
郡

東
磐
井
郡

気

仙
郡

上
閉
伊
郡

大
崎
地
域
セ
ン
タ
ー

大
崎
市

石
巻
市

気
仙
沼
市

登
米
市

栗
原
市

東
松
島
市

大
崎
市

黒
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川
郡
の
う
ち
大
衡
村

加
美
郡

遠
田
郡

牡
鹿
郡

本
吉
郡

秋
田
地
域
セ
ン
タ
ー

秋
田
市

秋
田
市

能
代
市

大
館
市

男
鹿
市

鹿
角
市

由
利
本
荘
市

潟

上
市

北
秋
田
市

に
か
ほ
市

鹿
角
郡

北
秋
田
郡

山
本
郡

南

秋
田
郡

大
仙
地
域
セ
ン
タ
ー

大
仙
市

横
手
市

湯
沢
市

大
仙
市

仙
北
市

仙
北
郡

雄
勝
郡

山
形
地
域
セ
ン
タ
ー

山
形
市

山
形
市

米
沢
市

寒
河
江
市

上
山
市

村
山
市

長
井
市

天
童

市

東
根
市

尾
花
沢
市

南
陽
市

東
村
山
郡

西
村
山
郡

北
村

山
郡

東
置
賜
郡

西
置
賜
郡

酒
田
地
域
セ
ン
タ
ー

酒
田
市

鶴
岡
市

酒
田
市

新
庄
市

最
上
郡

東
田
川
郡

飽
海
郡

福
島
地
域
セ
ン
タ
ー

福
島
市

福
島
市

会
津
若
松
市

郡
山
市

白
河
市

須
賀
川
市

喜
多
方
市

二
本
松
市

田
村
市

伊
達
市

本
宮
市

伊
達
郡

安
達
郡

岩

瀬
郡

南
会
津
郡

耶
麻
郡

河
沼
郡

大
沼
郡

西
白
河
郡

東
白

川
郡

石
川
郡

田
村
郡
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い
わ
き
地
域
セ
ン
タ
ー

い
わ
き
市

い
わ
き
市

相
馬
市

南
相
馬
市

双
葉
郡

相
馬
郡

水
戸
地
域
セ
ン
タ
ー

水
戸
市

水
戸
市

日
立
市

常
陸
太
田
市

高
萩
市

北
茨
城
市

笠
間
市

ひ
た
ち
な
か
市

鹿
嶋
市

潮
来
市

常
陸
大
宮
市

那
珂
市

神
栖

市

行
方
市

鉾
田
市

小
美
玉
市

東
茨
城
郡

那
珂
郡

久
慈
郡

土
浦
地
域
セ
ン
タ
ー

土
浦
市

土
浦
市

古
河
市

石
岡
市

結
城
市

龍
ヶ
崎
市

下
妻
市

常
総

市

取
手
市

牛
久
市

つ
く
ば
市

守
谷
市

筑
西
市

坂
東
市

稲
敷
市

か
す
み
が
う
ら
市

桜
川
市

つ
く
ば
み
ら
い
市

稲
敷
郡

結
城
郡

猿
島
郡

北
相
馬
郡

宇
都
宮
地
域
セ
ン
タ
ー

宇
都
宮
市

宇
都
宮
市

足
利
市

栃
木
市

佐
野
市

鹿
沼
市

日
光
市

小
山

市

真
岡
市

下
野
市

河
内
郡

上
都
賀
郡

芳
賀
郡

下
都
賀
郡

大
田
原
地
域
セ
ン
タ
ー

大
田
原
市

大
田
原
市

矢
板
市

那
須
塩
原
市

さ
く
ら
市

那
須
烏
山
市

塩

谷
郡

那
須
郡

前
橋
地
域
セ
ン
タ
ー

前
橋
市

群
馬
県
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千
葉
地
域
セ
ン
タ
ー

千
葉
市

千
葉
県

東
京
地
域
セ
ン
タ
ー

東
京
都

東
京
都

横
浜
地
域
セ
ン
タ
ー

横
浜
市

神
奈
川
県

甲
府
地
域
セ
ン
タ
ー

甲
府
市

山
梨
県

長
野
地
域
セ
ン
タ
ー

長
野
市

長
野
市

上
田
市

須
坂
市

小
諸
市

中
野
市

飯
山
市

佐
久
市

千
曲
市

東
御
市

南
佐
久
郡

北
佐
久
郡

小
県
郡

埴
科
郡

上
高
井
郡

下
高
井
郡

上
水
内
郡

下
水
内
郡

松
本
地
域
セ
ン
タ
ー

松
本
市

松
本
市

岡
谷
市

飯
田
市

諏
訪
市

伊
那
市

駒
ヶ
根
市

大
町

市

茅
野
市

塩
尻
市

安
曇
野
市

諏
訪
郡

上
伊
那
郡

下
伊
那

郡

木
曽
郡

東
筑
摩
郡

北
安
曇
郡

静
岡
地
域
セ
ン
タ
ー

静
岡
市

静
岡
市

沼
津
市

熱
海
市

三
島
市

富
士
宮
市

伊
東
市

島
田

市

富
士
市

焼
津
市

藤
枝
市

御
殿
場
市

下
田
市

裾
野
市

伊
豆
市

伊
豆
の
国
市

牧
之
原
市

賀
茂
郡

田
方
郡

駿
東
郡
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富
士
郡

榛
原
郡

浜
松
地
域
セ
ン
タ
ー

浜
松
市

浜
松
市

磐
田
市

掛
川
市

袋
井
市

湖
西
市

御
前
崎
市

菊
川

市

周
智
郡

浜
名
郡

新
潟
地
域
セ
ン
タ
ー

新
潟
市

新
潟
市

三
条
市

新
発
田
市

加
茂
市

村
上
市

燕
市

五
泉
市

阿
賀
野
市

佐
渡
市

胎
内
市

北
蒲
原
郡

西
蒲
原
郡

南
蒲
原

郡

東
蒲
原
郡

岩
船
郡

長
岡
地
域
セ
ン
タ
ー

長
岡
市

長
岡
市

柏
崎
市

小
千
谷
市

十
日
町
市

見
附
市

糸
魚
川
市

妙
高
市

上
越
市

魚
沼
市

南
魚
沼
市

三
島
郡

北
魚
沼
郡

南

魚
沼
郡

中
魚
沼
郡

刈
羽
郡

富
山
地
域
セ
ン
タ
ー

富
山
市

富
山
県

福
井
地
域
セ
ン
タ
ー

福
井
市

福
井
県

岐
阜
地
域
セ
ン
タ
ー

岐
阜
市

岐
阜
市

大
垣
市

多
治
見
市

関
市

中
津
川
市

美
濃
市

瑞
浪

市

羽
島
市

恵
那
市

美
濃
加
茂
市

土
岐
市

各
務
原
市

可
児
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市

山
県
市

瑞
穂
市

本
巣
市

海
津
市

羽
島
郡

養
老
郡

不

破
郡

安
八
郡

揖
斐
郡

本
巣
郡

加
茂
郡

可
児
郡

高
山
地
域
セ
ン
タ
ー

高
山
市

高
山
市

飛
騨
市

郡
上
市

下
呂
市

大
野
郡

豊
橋
地
域
セ
ン
タ
ー

豊
橋
市

豊
橋
市

岡
崎
市

豊
川
市

碧
南
市

刈
谷
市

豊
田
市

安
城
市

西
尾
市

蒲
郡
市

新
城
市

知
立
市

高
浜
市

田
原
市

み
よ

し
市

幡
豆
郡

額
田
郡

北
設
楽
郡

津
地
域
セ
ン
タ
ー

津
市

三
重
県

大
津
地
域
セ
ン
タ
ー

大
津
市

大
津
市

草
津
市

守
山
市

栗
東
市

甲
賀
市

野
洲
市

湖
南
市

高
島
市

東
近
江
地
域
セ
ン
タ
ー

東
近
江
市

彦
根
市

長
浜
市

近
江
八
幡
市

東
近
江
市

米
原
市

蒲
生
郡

愛
知
郡

犬
上
郡

大
阪
地
域
セ
ン
タ
ー

大
阪
市

大
阪
府

神
戸
地
域
セ
ン
タ
ー

神
戸
市

神
戸
市

尼
崎
市

明
石
市

西
宮
市

洲
本
市

芦
屋
市

伊
丹
市
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加
古
川
市

西
脇
市

宝
塚
市

三
木
市

高
砂
市

川
西
市

小

野
市

三
田
市

加
西
市

篠
山
市

丹
波
市

南
あ
わ
じ
市

淡
路

市

加
東
市

川
辺
郡

多
可
郡

加
古
郡

姫
路
地
域
セ
ン
タ
ー

姫
路
市

姫
路
市

相
生
市

赤
穂
市

宍
粟
市

た
つ
の
市

神
崎
郡

揖
保

郡

赤
穂
郡

佐
用
郡

豊
岡
地
域
セ
ン
タ
ー

豊
岡
市

豊
岡
市

養
父
市

朝
来
市

美
方
郡

奈
良
地
域
セ
ン
タ
ー

奈
良
市

奈
良
県

和
歌
山
地
域
セ
ン
タ
ー

和
歌
山
市

和
歌
山
県

鳥
取
地
域
セ
ン
タ
ー

鳥
取
市

鳥
取
県

松
江
地
域
セ
ン
タ
ー

松
江
市

島
根
県

広
島
地
域
セ
ン
タ
ー

広
島
市

広
島
市

呉
市

竹
原
市

大
竹
市

東
広
島
市

廿
日
市
市

安
芸

高
田
市

江
田
島
市

安
芸
郡

山
県
郡

豊
田
郡

福
山
地
域
セ
ン
タ
ー

福
山
市

三
原
市

尾
道
市

福
山
市

府
中
市

三
次
市

庄
原
市

世
羅
郡
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神
石
郡

山
口
地
域
セ
ン
タ
ー

山
口
市

山
口
県

徳
島
地
域
セ
ン
タ
ー

徳
島
市

徳
島
県

高
松
地
域
セ
ン
タ
ー

高
松
市

香
川
県

松
山
地
域
セ
ン
タ
ー

松
山
市

愛
媛
県

高
知
地
域
セ
ン
タ
ー

高
知
市

高
知
県

福
岡
地
域
セ
ン
タ
ー

福
岡
市

福
岡
市

大
牟
田
市

久
留
米
市

柳
川
市

八
女
市

筑
後
市

大

川
市

小
郡
市

筑
紫
野
市

春
日
市

大
野
城
市

宗
像
市

太
宰

府
市

古
賀
市

福
津
市

う
き
は
市

朝
倉
市

み
や
ま
市

糸
島

市

筑
紫
郡

糟
屋
郡

朝
倉
郡

三
井
郡

三
潴
郡

八
女
郡

北
九
州
地
域
セ
ン
タ
ー

北
九
州
市

北
九
州
市

直
方
市

飯
塚
市

田
川
市

行
橋
市

豊
前
市

中
間

市

宮
若
市

嘉
麻
市

遠
賀
郡

鞍
手
郡

嘉
穂
郡

田
川
郡

京

都
郡

築
上
郡
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佐
賀
地
域
セ
ン
タ
ー

佐
賀
市

佐
賀
県

長
崎
地
域
セ
ン
タ
ー

長
崎
市

長
崎
県

八
代
地
域
セ
ン
タ
ー

八
代
市

八
代
市

人
吉
市

水
俣
市

上
天
草
市

天
草
市

八
代
郡

葦
北

郡

球
磨
郡

天
草
郡

大
分
地
域
セ
ン
タ
ー

大
分
市

大
分
県

宮
崎
地
域
セ
ン
タ
ー

宮
崎
市

宮
崎
市

都
城
市

日
南
市

小
林
市

串
間
市

西
都
市

え
び
の

市

宮
崎
郡

北
諸
県
郡

西
諸
県
郡

東
諸
県
郡

児
湯
郡

延
岡
地
域
セ
ン
タ
ー

延
岡
市

延
岡
市

日
向
市

東
臼
杵
郡

西
臼
杵
郡

鹿
児
島
地
域
セ
ン
タ
ー

鹿
児
島
市

鹿
児
島
市

枕
崎
市

阿
久
根
市

出
水
市

指
宿
市

西
之
表
市

薩
摩
川
内
市

日
置
市

霧
島
市

い
ち
き
串
木
野
市

南
さ
つ
ま
市

奄
美
市

南
九
州
市

伊
佐
市

鹿
児
島
郡

薩
摩
郡

出
水
郡

姶
良
郡

熊
毛
郡

大
島
郡

鹿
屋
地
域
セ
ン
タ
ー

鹿
屋
市

鹿
屋
市

垂
水
市

曽
於
市

志
布
志
市

曽
於
郡

肝
属
郡
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二

北
海
道
農
政
事
務
所
の
地
域
セ
ン
タ
ー

名

称

位

置

管

轄

区

域

函
館
地
域
セ
ン
タ
ー

函
館
市

函
館
市

北
斗
市

松
前
郡

上
磯
郡

亀
田
郡

茅
部
郡

二
海
郡

山
越
郡

檜
山
郡

爾
志
郡

奥
尻
郡

瀬
棚
郡

久
遠
郡

旭
川
地
域
セ
ン
タ
ー

旭
川
市

旭
川
市

留
萌
市

稚
内
市

芦
別
市

赤
平
市

士
別
市

名
寄
市

滝
川
市

砂
川
市

歌
志
内
市

深
川
市

富
良
野
市

空
知
郡

（
南
幌
町
を
除
く
。
）

樺
戸
郡
（
月
形
町
を
除
く
。
）

雨
竜
郡

上
川
郡
（
新
得
町
及
び
清
水
町
を
除
く
。
）

勇
払
郡
の
う
ち
占
冠
村

中
川
郡
の
う
ち
美
深
町
、
音
威
子
府
村
及
び
中
川
町

増
毛
郡

留

萌
郡

苫
前
郡

天
塩
郡

宗
谷
郡

枝
幸
郡

礼
文
郡

利
尻
郡

釧
路
地
域
セ
ン
タ
ー

釧
路
市

釧
路
市

根
室
市

釧
路
郡

厚
岸
郡

川
上
郡

阿
寒
郡

白
糠
郡

野
付
郡

標
津
郡

目
梨
郡

帯
広
地
域
セ
ン
タ
ー

帯
広
市

帯
広
市

河
東
郡

上
川
郡
の
う
ち
新
得
町
及
び
清
水
町

河
西
郡
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広
尾
郡

中
川
郡
（
美
深
町
、
音
威
子
府
村
及
び
中
川
町
を
除
く
。
）

足
寄
郡

十
勝
郡

北
見
地
域
セ
ン
タ
ー

北
見
市

北
見
市

網
走
市

紋
別
市

網
走
郡

斜
里
郡

常
呂
郡

紋
別
郡

苫
小
牧
地
域
セ
ン
タ
ー

苫
小
牧
市

室
蘭
市

苫
小
牧
市

登
別
市

伊
達
市

虻
田
郡
の
う
ち
豊
浦
町
及

び
洞
爺
湖
町

有
珠
郡

白
老
郡

勇
払
郡
（
占
冠
村
を
除
く
。
）

沙
流
郡

新
冠
郡

浦
河
郡

様
似
郡

幌
泉
郡

日
高
郡
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理

由

農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
を
よ
り
適
正
か
つ
効
果
的
に
遂
行
し
得
る
体
制
を
整
備
す
る
た
め
、
地
方
農
政
局
及
び
北
海
道
農

政
事
務
所
の
地
域
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
案
件
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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地
方
自
治
法
第
百
五
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
農
政
局
及
び
北
海
道
農
政
事
務
所
の
地
域
セ
ン
タ
ー
の

設
置
に
関
し
承
認
を
求
め
る
の
件
参
照
条
文

○

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）

第
百
五
十
六
条

（
略
）

②
・
③

（
略
）

④

国
の
地
方
行
政
機
関
（
駐
在
機
関
を
含
む
。
以
下
本
条
中
こ
れ
に
同
じ
。
）
は
、
国
会
の
承
認
を
経
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を

設
け
て
は
な
ら
な
い
。
国
の
地
方
行
政
機
関
の
設
置
及
び
運
営
に
要
す
る
経
費
は
、
国
に
お
い
て
こ
れ
を
負
担
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

⑤

（
略
）

○

農
林
水
産
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
八
号
）

（
抄
）

（
農
林
水
産
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
後
）

（
地
方
農
政
局
の
地
域
セ
ン
タ
ー
）

第
十
九
条

地
方
農
政
局
の
所
掌
事
務
（
第
四
条
第
四
十
六
号
か
ら
第
四
十
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。
）
の
一
部
を
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分
掌
さ
せ
る
た
め
、
所
要
の
地
に
、
地
方
農
政
局
の
地
域
セ
ン
タ
ー
を
置
く
。

２

地
方
農
政
局
の
地
域
セ
ン
タ
ー
の
名
称
、
位
置
、
管
轄
区
域
、
所
掌
事
務
及
び
内
部
組
織
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

（
北
海
道
農
政
事
務
所
の
地
域
セ
ン
タ
ー
）

第
二
十
二
条

北
海
道
農
政
事
務
所
の
所
掌
事
務
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
所
要
の
地
に
、
北
海
道
農
政
事
務
所
の
地
域

セ
ン
タ
ー
を
置
く
。

２

北
海
道
農
政
事
務
所
の
地
域
セ
ン
タ
ー
の
名
称
、
位
置
、
管
轄
区
域
、
所
掌
事
務
及
び
内
部
組
織
は
、
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
。
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